
岳南排水路管理組合会計年度任用職員のご案内 

 

岳南排水路管理組合では、令和８年７月１３日から７月２４日までの間で指定された日（平日１日）

及び令和８年７月２７日から７月３１日までの５日間をあわせた６日間、会計年度任用職員として勤務

を希望する方の登録を受け付けています。 

登録を希望する方は、会計年度任用職員登録票に必要事項を記入し、令和８年６月２２日（月）まで

に担当へご提出ください。 

登録後、書類審査を行った後、面接選考を行う方には電話連絡をします。 

（※登録された全ての方に電話をするものではありません。） 

 

会計年度任用職員とは？ 

一年度内（４月１日～３月３１日）の間で必要とされる期間に任用される非常勤職員です。 

 （地方公務員法第２２条の２） 

 

会計年度任用職員の業務 

 

◆事務補助（資格不要）◆ 

 

【業務内容】 現場作業補助 

 

【任用期間】 令和８年７月１３日から７月２４日までの間で指定された日（平日１日） 

令和８年７月２７日から７月３１日までの５日間 

上記の計６日間 

 

【勤務時間】 ８時３０分から１７時００分まで（休憩時間６０分） 

※原則として時間外勤務はありません。 

 

【休 日】  土・日曜日 

 

【報 酬】  日額９，９８０円 

 

【手当等】  通勤手当 

 

【服 務】  地方公務員法の「分限・懲戒」及び「服務」の規定が適用されます。 

 

※令和８年６月１０日時点での内容であるため、変更となる可能性があります。 

 

 

登録要件 

次のいずれにも該当しない人（地方公務員法第１６条） 

（１） 拘禁刑以上の刑に処せられ､その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者  

（２） 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

（３） 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する

ことを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

担当 総務課庶務係（０５４５－５１－２６２３） 


